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第5章　科学の「不確実ざ」，司法は裁けるか
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●

ヽ
1
、

－巾珠
外
れ
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
∪
（
中
略
）
私
た
ち
専
門
家
は
、
費
用
負
担
者
の
意
向
を
汲
ん
で
学
術
的
に

偏
向
し
た
手
法
を
提
案
す
る
な
ど
、
相
手
方
に
お
も
ね
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
専
門
家
と

し
て
の
良
心
の
み
に
従
っ
て
知
識
を
付
与
し
て
い
ま
す
。

土
木
学
会
は
、
津
波
想
定
方
法
を
審
議
す
る
の
に
必
要
な
経
費
全
額
（
約
二
億
円
）
を
電
力
会
社
に
負
担
し
て

も
ら
っ
て
い
た
。
ま
た
、
土
木
学
会
は
福
島
第
一
原
発
事
故
の
す
ぐ
後
ま
で
東
電
の
株
を
所
有
し
て
お
り
、
年

間
約
二
〇
〇
万
円
の
配
当
を
受
け
取
っ
て
い
た
。

土
木
学
会
津
波
評
価
部
会
幹
事
長
の
松
山
昌
史
・
電
力
中
央
研
究
所
上
席
研
究
員
は
津
波
想
定
方
法
に
つ
い

て
「
事
業
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
、
政
府
事
故
調
の
聴
取
に
対
し
て

述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
今
村
教
授
が
所
長
を
務
め
る
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
は
、
民
事
訴
訟
で
被
告
と
な
っ
て
い

る
国
（
規
制
委
）
か
ら
、
二
〇
三
年
度
に
は
三
〇
〇
二
万
円
、
二
〇
三
年
度
に
は
七
四
七
二
万
円
、
二
〇
一

四
年
度
に
は
七
〇
三
四
万
円
、
二
〇
一
五
年
度
に
は
五
九
三
〇
万
円
、
二
〇
一
六
年
度
に
は
三
九
九
万
円
の

研
究
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

岡
本
・
東
大
教
授
は
、
二
〇
一
〇
年
～
＝
年
度
に
日
本
原
子
力
発
電
や
三
菱
重
工
業
か
ら
寄
付
金
や
共
同

研
究
費
計
約
三
四
〇
万
円
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
割
封
筒
割
司
1
却
園
甜
劉
割
前
談
す
る
た
び
に
、
帰
り
際
に
「
技
術
指
導

料
」
（
謝
礼
）
を
渡
し
て
い
た
。
大
学
教
授
ク
ラ
ス
で
一
回
五
万
円
か
ら
八
万
円
程
度
だ
っ
た
ら
し
い
。
多
い
人

は
数
十
回
も
受
け
取
っ
て
い
た
。
「
大
学
の
教
授
等
か
ら
専
門
性
の
高
い
技
術
的
な
ご
指
導
を
い
た
だ
く
場
合
、

時
間
を
割
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
社
会
通
念
上
相
応
の
支
払
い
を
す
る
の
か
通
常
だ
と
考
え
て
い

る
。
今
も
続
け
て
い
る
か
と
い
う
個
別
の
内
容
に
つ
い
て
、
塞
え
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
コ
メ

前
出
の
「
専
門
家
と
市
民
の
た
め
の
熟
議
の
社
会
実
験
研
究
」
の
報
告
書
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

海
外
で
は
、
専
門
家
と
い
え
ど
も
認
識
や
利
益
相
反
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
複
雑
な

問
題
で
あ
る
ほ
ど
多
様
な
専
門
家
を
集
め
、
多
様
な
専
門
家
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
く
か
に

っ
い
て
試
行
錯
誤
を
行
っ
て
い
る
。
他
方
、
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
審
議
に
関
わ
っ
て
き
た
専
門
家
は

排
除
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
や
り
方
で
あ
っ
た
り
、
利
益
相
反
の
申
告
範
囲
が
限
定
的
で
あ
っ
た
り
と
、

専
門
家
の
選
定
に
関
し
て
十
分
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。


